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東 北 地 方 整 備 局 

想定最大規模の降雨による洪水浸水想定区域等の公表について 
名取川水系笊川、米代川水系小猿部川 

～的確な避難行動につながる防災情報の周知～ 

 

国土交通省では、「水防災意識社会 再構築ビジョン」に基づき、関係機関と

連携して、ハード・ソフト一体となった減災の取組を進めているところです。  

減災の取組の一環として、市町村長による避難勧告等の適切な発令や住民等

の主体的な避難に役立つよう、名取川水系笊川、米代川水系小猿部川において、

想定最大規模の降雨による洪水浸水想定区域や家屋倒壊等氾濫想定区域を公

表しました。 
 

平成 27年の水防法改正を踏まえ、これまでの洪水浸水想定区域※1を見直し、公表しました。洪水

浸水想定区域等を公表した河川は、別紙のとおりです。 

洪水浸水想定区域等をご覧になるには、東北地方整備局河川部水災害予報センター、仙台河川国道

事務所調査第一課、能代河川国道事務所調査第一課において縦覧しているほか、ホームページ（URL

は別紙に記載）で公表しておりますのでご参照下さい。 

【効果】 

今回の公表では、想定し得る最大規模の降雨により浸水が想定される区域と深さに加え、家屋

倒壊等をもたらすような氾濫の発生が想定される区域を示した家屋倒壊等氾濫想定区域※2 も公

表しています。これらの情報により、市町村長による避難勧告等の適切な発令や住民等の主体的

な避難の取り組みが進むことが期待されます。 

洪水浸水想定区域等は、浸水区域に含まれる市町村に通知され、当該市町村は今後、「早期の

立退き避難が必要な区域」を示した洪水ハザードマップを作成することとなります。 

※1 洪水浸水想定区域とは 

水防法第 14 条第 1 項の規定により、対象とする河川が氾濫した場合に浸水が想定さ

れる区域です。平成 27 年水防法改正では、洪水浸水想定区域の前提となる降雨を、従

前の河川整備の基本となる計画降雨から想定最大規模の降雨に変更し、今後、全国の河

川で見直しが行われます。 

※2 家屋倒壊等氾濫想定区域とは 

一定の条件下において、家屋の倒壊・流失をもたらすような堤防決壊に伴う激しい氾 

濫流や河岸侵食が発生することが想定される区域です。（今回公表した笊川及び小猿部川にお

いて、家屋倒壊等氾濫想定区域はありません。）  

 

＜浸水想定区域全般に関するお問い合わせ＞ 

国土交通省 東北地方整備局 河川部 水災害予報センター  TEL: 022-225-2171 

水災害予報センター長 二瓶
に へ い

 昭弘
あきひろ

 （内線：3851） 

水災害対策専門官    川口
かわぐち

 滋
しげる

 （内線：3852） 

 ＜各水系に関するお問い合わせ先＞ 
  別紙のとおり 

発表記者会：宮城県政記者会、東北電力記者会、東北専門記者会、秋田県政記者会 
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公表河川一覧 

 

水系名・河川名

名取川水系笊川

米代川水系
小猿部川

事務所

水系名・河川名

名取川水系
　・笊川

仙台河川国道事務所　調査第一課
　
宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1番60号

http://www.thr.mlit.go.jp/sendai/

米代川水系
　・小猿部川

能代河川国道事務所　調査第一課

秋田県能代市鰄渕字一本柳97-1
http://www.thr.mlit.go.jp/noshiro/

【名取川】 国土交通省東北地方整備局　仙台河川国道事務所　　TEL：022-248-4131

　　　　　　副所長（河川）　白戸
し ろ と

　孝
こ う

　（内線：204）

　　　　　　調査第一課長　　猿田
さ る た

　誠
まこと

　（内線：351）

【米代川】 国土交通省東北地方整備局　能代河川国道事務所　　TEL：0185-70-1176

　　 　副所長（河川･ダム）　平
たい

葭
よし

　健作
けんさく

  （内線：204）

　 　　調査第一課長　　 　　小笠原
おがさ わら

　由
よし

次
じ

（内線：351）

　＜各水系に関するお問い合わせ先＞

東北地方整備局河川部　水災害予報センター
宮城県仙台市青葉区本町3-3-1
　　　　　　　　　　　　仙台合同庁舎Ｂ棟

http://www.thr.mlit.go.jp/

閲覧場所　・　ＨＰアドレス

閲覧場所　・　ＨＰアドレス


